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令和５年度 事業計画 

 

 遠軽町、紋別市及び近隣地域における中小企業労働者、求職者及び地域住

民に対し、各種職業訓練を実施し、地域に必要とされる人材の育成、地域の

拠点施設として、会員事業主等に施設の提供を行い、幅広い訓練体制を確立

し、経済の発展に寄与するため、新型コロナウイルスに対する感染防止対策

を徹底し、以下の事業を推進する。 

 

 

１．会務に関する事項 

(1) 総会の開催 

(2) 理事会の開催 

 

２．実施事業に関する事項 

(1) 職業教育訓練事業 

   ア． 技能講習等   

実施予定講習等名 実施予定時期 

刈払機安全教育  R5 年 4 月 17日・18日 

振動工具安全教育  R5 年 4 月 22日 

伐木（チェンソー）特別教育【新規】  R5 年 4 月 23日～25日 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  R5 年 4 月 26日 

車両系建設機械（整地等）安全教育  R5 年 4 月 19日：R6年 1月 

玉掛け安全教育  R5 年 4 月 20日：R6年 1月  

小型車両系建設機械運転特別教育  R5 年 11月頃 

車両系建設機械（整地等）運転技能講習  R5 年 11 月頃：R6年 1月 

玉掛け技能講習  R6年 1月 

小型移動式クレーン運転技能講習  R6年 1月 

フォークリフト運転技能講習  R6年 1月 

高所作業車運転技能講習  R6年 1月 

不整地運搬車運転技能講習  R6年 1月 

その他：受講希望のある科目・時期の実施に対応（実施基準：受講希望者およそ10名程度） 
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    イ． 継続学習制度（ＣＰＤＳ）   

 今年度は実施予定なし 

 

   ウ． 受託訓練の実施 

    ◆  再就職促進訓練等（道立北見高等技術専門学院）への対応 

     ①  機動職業訓練 ビジネス事務科（令和 4年度より継続）（4名） 

         令和 5年 2月 1日～  5月 31日 430時間 81日間 

     ②  機動職業訓練 ビジネス経理販売科     （定員 15名） 

         令和 5年 6月 7日～ 10月 6日 430時間 82日間 

     ③  機動職業訓練 ビジネス事務科        （定員 15名） 

         令和 5年 11月 20日～令和 6年 3月 19日 430時間 80日間 

     ④  機動職業訓練 建設技術科          （定員 15名） 

         令和 6年 1月 15日～ 3月 29日 300時間 51日間 

    ◆  在職者訓練等への対応 「能力開発セミナー」 

⑤ エクセル初級科               （定員 10名） 

令和 5年 8月～9月頃         15時間    5日間 

⑥ エクセル中級科               （定員 10名） 

令和 5年 10月～11月頃       30時間   10日間 

 

(2) 人材育成・研修事業 

    ◆ パソコン住民講座 

・個人レッスン 

    ◆ コンピュータサービス技能評価試験 

・ワープロ部門、表計算部門     各 ３級、２級、１級 

 

(3) 施設提供事業 

   ア． 職業訓練法人等が実施する認定職業訓練等 

   イ． 職業訓練法人等が実施する技能検定実技試験 

   ウ． 事業主等が行う企業内教育および研修等 

   エ． 地域住民の実施する生涯学習・教育訓練等 
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・遠軽青少年吹奏楽団 

・遠軽高等学校各種部活動 その他 

   オ． その他 

・酪農学園大学研修 

 

(4) 支援協力事業 

   ア． 技能尊重運動の推進 

   イ． 技能士会活動の支援 

   ウ． 職業能力開発情報の提供 

   エ． 技能検定等への対応 

   オ． その他 

 

(5) 調査・研究事業 

 

(6) 管理運営事業 

   ア． 組織管理 

    (ｱ) 法人管理 

    (ｲ) 事務管理 

   イ． 施設及び設備管理 

(ｱ) 建物施設の維持管理 

(ｲ) 設備機器等の保守管理 

(ｳ) その他 

 

３．その他の事業 

(1) 研究・開発の推進 

(2) 職業資格取得に対する対応 

(3) その他 


